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 １ 基本的な考え方 

 

県は、全力を挙げて放射線影響に係る測定及び迅速・適切な公表を行う

とともに、本県への影響等を把握し、的確な対策を速やかに講じることに

より、県民の安全・安心の確保及び風評被害の防止を図る。 

 

 ２ 測定 

 

(１) 測定対象 

放射性物質の影響は多岐にわたるが、県民の安全を確保するため、ま 

ずは環境に対する基礎的な影響を把握できる、空気、飲料水、土壌等の 

住環境の調査を優先する。 

特にも、放射線の影響を受けやすいとされる子どもの健康を重視する 

観点から、学校などの教育施設等における調査に重点的に取り組む。 

加えて、食の安全・安心を重視する観点から農林水産物の測定対象の 

充実を図る。 

なお、放射性物質が最終的に集まっていくことが懸念される汚泥、廃 

棄物等についても、調査を行う。 

 

(２) 測定地域    

県内全域を対象とする。 

なお、これまでの測定結果を踏まえ、比較的高い値を示している県南 

地域の測定を優先する。 

 

(３) 測定体制 

   県が現有するモニタリングポスト、ゲルマニウム半導体検出器、サー 

ベイメータを最大限活用するほか、速やかな機器の増設・購入を図る。 

また、これらの機材を活用し、測定調査に必要な人員の手当てを図る。 

加えて、外部機関への依頼や事業者への委託など、国及び市町村を含 

め関係機関・団体の協力を得て体制の充実に努める。 

 

 ３ 迅速・適切な情報公表 

 

(１) 公表時期 

測定の実施又は検査結果の判明の都度、速やかに公表する。 

 

(２) 公表内容 

測定・検査結果に併せて当該対象に係る国の基準値等を示すこととし、 

健康等に対する影響の可能性について説明するよう努める。 
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 (３) 公表方法 

    ホームページをはじめとする県の広報媒体による公表のほか、報道機 

関に情報提供を行い、県民への迅速かつ効果的な周知を図る。 

 

４ 的確な対策の実施 

 

(１) 対策の考え方 

住環境や農林水産物の測定を実施する中で、県民の健康等に影響が及 

ぶ、又は、その恐れがある事案が判明した場合は、速やかに必要な対策 

を実施する。 

   その際、学校などの教育施設等における環境整備や、安全・安心な農 

林水産物の確保に対する県民の期待を十分考慮する。 

 

(２) 放射線量の低減 

県民の健康を守るため、国の方針・見解や学術的な知見に基づき、放 

射線量の低減措置を講じる。 

 

(３) 風評被害の防止 

県民の不安解消や風評被害の防止のため、迅速で分かりやすい情報提 

供を図る。 

   また、報道機関に対する適切な情報提供や県の広報媒体等により、県 

民はもとより広く県外国外に対して、本県の対策の周知に努める。 

 

(４) 県民に対する知識の普及啓発 

   県の広報媒体を通じて放射線等に関する知識の普及を図り、県民自ら 

取り組むことができる対応については、啓発を推進するなど、県民の理 

解の促進と不安解消に努める。 

 

(５) 国との関係 

放射性物質による汚染については、国の責任において解決すべきもの 

であるが、県としては、国の対応を待つことなく、必要な対策は可能な 

限り実施する。 

なお、国に対する要請は、継続し、強力に行っていく。 

 

 ５ 市町村等との連携強化 

 

全県的な対策を推進するため、市町村等と連絡会議を開催し、調整を行

うなど、各種関係機関・団体との連携の強化を図る。 


